
基本構想の構成（案）

【第３次総合計画　基本構想】 【第４次総合計画　基本構想（案）】

№ 項目 内容等 № 項目 内容等

1 目指すまちの将来像 翠の交流都市　さわやか　すこやか　輝きのまち 1 まちづくりの基本方針 ⑴まちの活力の維持・向上

2 計画の全体像 ⑵住みたいまち、住み続けたいまちの実現

3 持続可能なまちづくり ジオパーク×SDGｓ ⑶将来に負担を先送りしない

4 まちづくりの重点課題 ⑴人口減少対策 2 持続可能なまちづくりに向けて 対話、共通認識、協働＋ジオパーク×SDGｓ

⑵住み続けたくなるまちづくり 3 まちづくりの重点推進項目 重点項目：医療

5 将来像の実現に向けた３つの重点項目 重点項目：健康 重点項目：教育

重点項目：地域経済 重点項目：地域経済

重点項目：教育 4 目指すまちの将来像 新しい将来像（都市像）に

6 施策の大綱（まちづくりの基本目標） 第１章　誰もが生き生きと暮らせるまちづくり 5 計画の全体像

第２章　郷土愛にあふれ夢をかなえる人づくり 6 施策の大綱（まちづくりの基本目標） 第１章　健康・福祉分野

第３章　にぎわいと活力のあるまちづくり 第２章　子育て・教育分野

第４章　地域が輝き、誰もが共に活躍できるまちづくり 第３章　産業分野

第５章　安全に安心して住み続けられるまちづくり 第４章　人権・移住定住・地域づくり分野

第６章　計画推進に向けた効率的な行財政運営 第５章　市民生活（防災・防犯・環境・公共インフラ）分野

第６章　行財政分野

第１次総合計画（H19～H28) ・第１次～第３次（20年間）は、「翠の交流都市　さわやか　すこやか　輝きのまち」を将来像（都市像）として

　前期基本計画（H19～H23）、後期基本計画（H23～H28） 　同一のものを使用してきました。

第２次総合計画（H29～R3） ・第４次総合計画では、第３次の理念を継承しながら、まちづくりの基本方針（上記１、２を統合）、

第３次総合計画（R4～R8） 　重点推進項目３点に基づいて、バランスの取れた人口構造を目指す人口減少対策から、

　縮小する定住人口を関係人口、交流人口、活動人口で補い、経済活動と地域活動の規模と

　質の維持・向上を図る方針へ転換します。

・上記を踏まえて、新しい将来像（都市像）を策定します。

　将来像の選定にあたっては、案を複数作成したうえで、高校生徒の座談会を通して選定（修正）する考えです。

・施策の大綱（まちづくりの基本目標）は６章立ての構成とし、優先順位等を考慮した並び順とします。
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